
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
救
急
業
務
協
力
申
出
の
撤
回
の
届
出�

（
医
療
政
策
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一������

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号
（
漁
港
管
理
条
例
第
十
条
の
二�

第
一
項
に
基
づ
く
施
設
の
指
定
）
の
一
部
改
正�

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更�
（
河　

川　

課
）　
　

三

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧�
（
都
市
計
画
課
）　

一
二

公

告

〇
令
和
元
年
度
自
衛
官
候
補
生
の
募
集�

（
市
町
村
課
）　

一
二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

（
危
機
対
策
課
）　

一
三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

（
環
境
対
策
課
）　

一
五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　

一
六

企

業

局

〇
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管

理
規
程�

一
七

〇
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

管
理
規
程�

一
七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

一
七

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催�

一
九

公
安
委
員
会

〇
警
察
に
お
い
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
の
食
料
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て�

一
九

収
用
委
員
会

〇
県
道
相
馬
亘
理
線
蓮
沼
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定�

一
九

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
次
の

救
急
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
を
も
っ
て
、
救
急
業
務
協
力
の
申
出
を
撤
回
す
る
旨
届

出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　
　

地

登
米
整
形
外
科
・
外
科
医
院

宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
字
千
刈
場
七

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
二
一
〇
〇
七
二

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か

す
み
草

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
土

手
内
二
丁
目
十
四
番
二

十
三
号

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護
・
行
動

援
護

株
式
会
社
か
す

み
草

令
和
二
年
一
月

三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）
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林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

岩
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

名
取
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
岩
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宮
城
郡
松
島
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）　

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
関
係
市
役
所
及
び
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号
（
漁
港
管
理
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
施
設
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
女
川
漁
港
の
項
中

「

泊
地

特
定
目
的
岸
壁
横
泊

地

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
二
六
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
一
五
メ
ー
ト
ル

を

泊
地

岸
壁
横
泊
地
①

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
七
五
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

泊
地

岸
壁
横
泊
地
②

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

泊
地

南
防
波
堤
横
泊
地

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
一
一
五
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

泊
地

物
揚
場
護
岸
横
泊
地

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
六
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
四
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
三

五
メ
ー
ト
ル

泊
地

北
防
波
堤
横
泊
地

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
五
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

」

「

泊
地

特
定
目
的
岸
壁
横
泊

地

牡
鹿
郡
女
川
町
海
岸
通
り
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す

延
長
二
六
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
一
五
メ
ー
ト
ル

泊
地

岸
壁
横
泊
地
①

牡
鹿
郡
女
川
町
海
岸
通
り
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す

延
長
七
五
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

第74号　令和２年１月31日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報



泊
地

岸
壁
横
泊
地
②

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
二
丁
目
地
先
の
う
ち
別
図
に
示

す
延
長
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

に
改
め
る
。

泊
地

南
防
波
堤
横
泊
地

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延

長
一
一
五
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

泊
地

物
揚
場
護
岸
横
泊
地

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
二
丁
目
地
先
の
う
ち
別
図
に
示

す
延
長
六
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
四
五
メ
ー
ト
ル
か

ら
三
五
メ
ー
ト
ル

泊
地

北
防
波
堤
横
泊
地

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
二
丁
目
地
先
の
う
ち
別
図
に
示

す
延
長
五
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
二
〇
メ
ー
ト
ル

」

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

相
馬
亘
理
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
牛
橋
二
〇
番
一
五
地
先
か

ら同
郡
亘
理
町
吉
田
字
南
上
一
七
七
番
一
地
先
ま
で

前

一
八
・
四
～

�

三
八
・
五

�
四
〇
〇
・
〇

後

一
八
・
四
～

�

四
五
・
四

�

四
〇
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

相
馬
亘
理
線

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
牛
橋
二
〇
番
一
五
地
先
か
ら

同
郡
亘
理
町
吉
田
字
南
上
一
七
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
二
年

�

二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百

六
十
七
号
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

小
小
分

類　
　

三
陸
南

沿
岸

気
仙
沼
海

岸

大
島
地

区
海
岸

亀
山
磯

草
地
先

海
岸

基
点
Ａ
点�　

気
仙
沼
市
外
浜
十
四
番
二
の
北
緯
三
八
度
五
二
分
五

九
秒
六
八
九
九
東
経
一
四
一
度
三
七
分
二
二
秒
三
五
五

九
の
地
点

基
点
Ｂ
点�　

同
市
外
浜
六
十
三
番
二
地
先
の
北
緯
三
八
度
五
二
分

五
九
秒
五
六
五
七
東
経
一
四
一
度
三
七
分
三
六
秒
七
八

〇
二
の
地
点

ア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
九
八
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
三
六
三
四
の
地
点

イ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
八
九
九
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
三
五
三
八
の
地
点

ウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
九
二
八
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
八
六
五
の
地
点

エ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
九
六
一
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
八
六
〇
の
地
点

オ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
九
六
八
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
八
五
二
の
地
点

カ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
二
一
六
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
八
二
八
の
地
点

キ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
二
五
七
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
八
〇
二
の
地
点

ク
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
五
四
一
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
五
六
二
七
の
地
点

ケ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
七
八
五
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
五
九
一
一
の
地
点

コ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
八
〇
六
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
五
八
六
一
の
地
点

サ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
九
九
五
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
五
三
九
四
の
地
点

シ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
一
一
〇
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
五
一
一
一
の
地
点

ス
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
〇
七
七
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
二
九
〇
〇
の
地
点
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セ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
三
二
九
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
二
〇
一
八
の
地
点

ソ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
九
二
一
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
二
〇
三
六
の
地
点�

タ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
〇
一
二
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
四
三
〇
七
の
地
点

チ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
二
三
五
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
四
〇
八
の
地
点

ツ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
二
六
九
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
一
八
八
の
地
点

テ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
三
〇
七
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
五
九
三
五
の
地
点

ト
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
四
〇
四
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
四
七
五
〇
の
地
点

ナ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
二
二
三
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
〇
二
五
七
の
地
点

ニ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
二
一
八
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
九
九
三
四
の
地
点

ヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
〇
一
〇
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
五
九
三
九
の
地
点

ネ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
七
七
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
二
一
〇
三
の
地
点

ノ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
四
秒
一
四
二
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
〇
九
二
五
の
地
点

ハ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
一
七
九
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
一
九
秒
八
八
二
一
の
地
点

ヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
二
〇
三
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
〇
四
六
七
の
地
点

フ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
一
八
五
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
一
五
九
五
の
地
点

ヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
三
三
一
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
三
二
八
二
の
地
点

ホ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
一
三
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
四
二
一
七
の
地
点

マ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
五
九
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
四
九
九
四
の
地
点

ミ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
八
九
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
五
六
九
〇
の
地
点

ム
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
一
一
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
六
六
〇
〇
の
地
点

メ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
二
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
七
四
六
三
の
地
点

モ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
二
六
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
八
五
六
五
の
地
点

ヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
二
五
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
〇
〇
九
九
の
地
点

ユ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
一
六
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
一
六
二
九
の
地
点

ヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
九
二
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
三
六
一
七
の
地
点

ラ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
七
七
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
四
九
〇
九
の
地
点

リ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
六
八
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
六
三
七
七
の
地
点

ル
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
六
三
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
七
八
四
二
の
地
点

レ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
六
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
九
一
七
九
の
地
点

ロ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
五
七
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
〇
四
七
七
の
地
点

ワ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
五
七
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
二
〇
二
八
の
地
点

ヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
五
七
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
三
八
三
七
の
地
点

ン
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
五
一
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
五
四
五
九
の
地
点

�アア
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
四
一
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
七
九
二
五
の
地
点

�アイ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
〇
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
一
〇
九
一
の
地
点

�アウ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
三
五
三
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
三
九
五
八
の
地
点

�アエ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
三
四
六
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
四
九
三
四
の
地
点

�アオ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
三
四
〇
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
五
八
九
七
の
地
点

�アカ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
三
四
二
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
七
一
三
一
の
地
点

�アキ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
三
五
六
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
八
一
一
六
の
地
点

�アク
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
四
〇
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
三
秒
九
三
六
七
の
地
点

�アケ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
二
七
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
一
二
四
六
の
地
点

�アコ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
五
五
六
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
一
六
〇
五
の
地
点

�アサ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
六
〇
五
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
一
八
三
二
の
地
点

�アシ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
六
五
四
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
一
九
九
二
の
地
点

�アス
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
七
三
〇
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
二
〇
三
二
の
地
点

�アセ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
八
九
二
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
二
〇
五
八
の
地
点

�アソ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
〇
二
一
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
二
一
八
七
の
地
点

�アタ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
一
五
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
二
五
六
九
の
地
点

�アチ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
二
八
〇
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
三
六
五
七
の
地
点

�アツ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
三
四
二
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
八
一
八
一
の
地
点

�アテ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
五
三
一
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
九
四
三
四
の
地
点

�アト
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
六
一
九
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
〇
二
五
二
の
地
点

�アナ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
七
八
四
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
八
九
一
六
の
地
点

�アニ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
八
四
二
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
八
七
三
一
の
地
点

�アヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
九
一
一
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
八
七
六
四
の
地
点

�アネ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
九
五
七
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
九
二
〇
二
の
地
点

�アノ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
九
八
八
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
九
九
三
八
の
地
点

�アハ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
〇
一
一
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
〇
八
七
九
の
地
点

�アヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
〇
五
〇
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
二
四
三
九
の
地
点

�アフ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
〇
七
八
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
三
六
二
四
の
地
点
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�アヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
一
〇
二
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
四
九
三
六
の
地
点

�アホ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
一
三
八
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
七
五
五
三
の
地
点

�アマ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
一
五
六
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
八
三
三
一
の
地
点

�アミ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
一
八
一
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
八
九
二
七
の
地
点

�アム
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
二
一
二
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
九
四
九
七
の
地
点

�アメ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
二
四
五
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
五
秒
九
九
三
五
の
地
点

�アモ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
二
九
二
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
〇
五
二
七
の
地
点

�アヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
三
五
八
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
一
三
〇
四
の
地
点

�アユ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
四
一
〇
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
一
九
三
四
の
地
点

�アヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
四
四
八
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
二
五
五
三
の
地
点

�アラ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
四
九
〇
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
三
四
二
二
の
地
点

�アリ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
五
二
七
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
四
五
八
一
の
地
点

�アル
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
五
五
三
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
七
八
九
の
地
点

�アレ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
五
八
〇
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
八
〇
三
二
の
地
点

�アロ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
六
二
三
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
一
一
八
〇
の
地
点

�アワ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
六
六
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
二
一
四
四
の
地
点

�アヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
七
〇
七
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
二
三
四
七
の
地
点

�アン
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
七
七
四
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
三
三
八
四
の
地
点

�イア
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
七
六
八
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
四
三
九
四
の
地
点

�イイ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
六
六
〇
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
五
五
六
六
の
地
点

�イウ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
六
〇
〇
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
五
七
二
二
の
地
点

�イエ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
四
五
三
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
五
二
〇
三
の
地
点

�イオ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
三
四
九
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
四
三
五
〇
の
地
点

�イカ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
三
七
七
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
三
四
七
一
の
地
点

�イキ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
三
四
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
二
二
四
二
の
地
点

�イク
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
二
九
二
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
八
九
一
三
の
地
点

�イケ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
一
九
二
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
七
八
二
七
の
地
点

�イコ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
七
秒
一
二
七
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
七
三
七
一
の
地
点

�イサ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
八
四
三
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
七
二
一
八
の
地
点

�イシ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
八
三
二
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
七
五
五
五
の
地
点

�イス
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
七
四
〇
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
七
二
八
三
の
地
点

�イセ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
三
七
五
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
六
三
二
二
の
地
点

�イソ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
三
八
五
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
〇
六
七
の
地
点

�イタ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
三
四
二
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
〇
一
三
の
地
点

�イチ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
三
二
三
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
四
〇
五
の
地
点

�イツ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
一
五
四
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
一
八
七
の
地
点

�イテ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
一
五
〇
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
六
〇
二
一
の
地
点

�イト
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
一
〇
七
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
九
七
七
の
地
点

�イナ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
八
二
六
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
五
八
四
九
の
地
点

�イニ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
四
秒
六
三
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
七
七
九
二
の
地
点

�イヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
四
秒
〇
九
二
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
六
秒
九
九
七
五
の
地
点

�イネ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
七
五
六
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
二
〇
九
九
の
地
点

�イノ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
四
一
〇
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
五
九
四
三
の
地
点

�イハ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
二
〇
三
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
七
秒
八
九
八
二
の
地
点

�イヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
〇
〇
五
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
二
三
九
八
の
地
点

�イフ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
九
〇
一
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
四
四
二
一
の
地
点

�イヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
五
九
八
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
一
一
六
九
の
地
点

�イホ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
四
三
一
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
一
一
七
の
地
点

�イマ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
三
四
五
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
五
八
四
の
地
点

�イミ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
二
一
五
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
八
二
六
四
の
地
点

�イム
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
〇
七
六
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
八
六
五
一
の
地
点

�イメ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
〇
四
六
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
八
八
九
〇
の
地
点

�イモ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
二
秒
〇
〇
二
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
二
三
八
の
地
点

�イヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
九
五
三
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
六
三
一
の
地
点

�イユ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
八
六
四
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
八
九
五
二
の
地
点

�イヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
七
四
〇
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
八
四
三
五
の
地
点

�イラ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
四
四
六
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
〇
〇
〇
の
地
点

�イリ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
六
六
四
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
七
三
六
の
地
点

�イル
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
六
五
一
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
七
七
九
の
地
点

�イレ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
六
一
八
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
〇
一
八
一
の
地
点

�イロ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
五
九
五
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
〇
四
六
〇
の
地
点
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�イワ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
四
二
九
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
五
二
一
の
地
点

�イヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
一
四
九
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
二
九
五
四
の
地
点

�イン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
八
〇
五
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
七
三
三
六
の
地
点

�ウア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
七
五
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
〇
秒
〇
二
三
四
の
地
点

�ウイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
一
五
三
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
〇
秒
五
五
〇
五
の
地
点

�ウウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
九
一
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
〇
秒
八
一
九
七
の
地
点

�ウエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
六
六
四
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
一
秒
〇
九
六
三
の
地
点

�ウオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
四
八
三
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
一
秒
二
九
六
七
の
地
点

�ウカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
七
秒
九
一
二
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
一
秒
七
七
九
六
の
地
点

�ウキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
〇
九
四
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
二
秒
三
三
三
一
の
地
点

�ウク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
一
八
六
一
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
二
秒
二
八
〇
五
の
地
点

�ウケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
二
五
二
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
二
秒
三
四
〇
七
の
地
点

�ウコ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
三
二
八
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
二
秒
六
一
九
七
の
地
点

�ウサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
三
一
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
二
秒
九
三
八
七
の
地
点

�ウシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
三
一
五
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
〇
三
四
三
の
地
点

�ウス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
三
四
八
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
二
七
五
〇
の
地
点

�ウセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
五
一
四
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
三
六
四
六
の
地
点

�ウソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
六
六
五
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
一
二
七
一
の
地
点

�ウタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
七
三
二
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
二
一
九
二
の
地
点

�ウチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
九
一
二
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
四
四
四
〇
の
地
点

�ウツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
〇
二
二
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
六
四
三
四
の
地
点

�ウテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
〇
七
七
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
七
一
六
一
の
地
点

�ウト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
二
三
三
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
七
九
〇
八
の
地
点

�ウナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
二
六
一
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
七
八
四
二
の
地
点

�ウニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
二
六
一
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
三
秒
八
二
八
七
の
地
点

�ウヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
一
〇
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
四
秒
五
三
二
九
の
地
点

�ウネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
〇
八
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
四
秒
六
一
八
二
の
地
点

�ウノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
八
二
四
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
五
九
一
八
の
地
点

�ウハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
五
三
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
五
八
五
八
の
地
点

�ウヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
四
九
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
六
〇
一
二
の
地
点

�ウフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
三
二
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
六
〇
〇
四
の
地
点

�ウヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
三
一
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
六
二
六
三
の
地
点

�ウホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
七
〇
四
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
六
四
六
一
の
地
点

�ウマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
六
六
二
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
六
四
〇
四
の
地
点

�ウミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
六
四
六
四
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
六
五
二
七
の
地
点

�ウム
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
六
一
九
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
七
〇
四
一
の
地
点

�ウメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
六
一
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
七
二
三
八
の
地
点

�ウモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
八
五
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
七
三
八
八
の
地
点

�ウヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
八
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
七
五
一
九
の
地
点

�ウユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
六
六
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
六
秒
七
五
〇
八
の
地
点

�ウヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
一
秒
四
七
四
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
七
秒
七
六
一
〇
の
地
点

�ウラ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
三
秒
一
〇
八
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
三
二
秒
九
八
七
〇
の
地
点

�ウリ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
四
秒
三
一
三
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
五
五
五
二
の
地
点

�ウル
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
四
秒
七
八
八
三
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
九
八
〇
一
の
地
点

�ウレ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
五
秒
九
一
八
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
七
五
九
二
の
地
点

�ウロ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
八
秒
一
〇
四
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
九
秒
二
四
五
一
の
地
点

�ウワ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
九
秒
三
五
六
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
八
秒
七
九
七
三
の
地
点

�ウヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
八
秒
七
八
二
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
四
秒
九
二
三
一
の
地
点

�ウン
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
六
秒
五
二
九
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
一
八
秒
六
九
六
二
の
地
点

�エア
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
四
秒
一
五
七
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
一
八
秒
四
四
九
一
の
地
点

�エイ
点　

北
緯
三
八
度
五
三
分
〇
〇
秒
四
七
六
五
東
経
一
四
一
度
三

七
分
一
九
秒
八
八
〇
九
の
地
点

�エウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
八
四
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
一
一
六
七
の
地
点

�エエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
六
五
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
〇
秒
五
八
九
一
の
地
点

�エオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
八
秒
九
四
五
二
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
四
三
九
九
の
地
点

�エカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
八
四
八
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
三
九
一
〇
の
地
点

�エキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
八
〇
九
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
四
二
八
二
の
地
点

�エク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
六
〇
九
〇
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
一
秒
八
九
四
一
の
地
点

�エケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
五
九
八
七
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
一
三
五
五
の
地
点

�エコ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
五
九
秒
六
八
四
六
東
経
一
四
一
度
三

七
分
二
二
秒
一
一
六
〇
の
地
点

基
点
Ｃ
点�　

気
仙
沼
市
磯
草
三
十
番
二
地
先
の
北
緯
三
八
度
五
二

分
一
三
秒
七
五
四
七
東
経
一
四
一
度
三
六
分
一
二
秒
二

一
二
五
の
地
点

基
点
Ｄ
点�　

同
市
亀
山
十
八
番
一
の
北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
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六
〇
一
八
東
経
一
四
一
度
三
六
分
五
八
秒
二
五
三
三
の

地
点

�エサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
三
秒
七
六
五
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
一
〇
九
三
の
地
点

�エシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
八
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
七
六
一
三
の
地
点

�エス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
八
九
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
三
八
四
〇
の
地
点

�エセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
三
四
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
三
一
二
二
の
地
点

�エソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
一
八
六
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
一
四
九
四
の
地
点

�エタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
四
〇
五
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
〇
九
七
二
の
地
点

�エチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
四
八
四
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
一
八
六
九
の
地
点

�エツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
七
一
六
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
〇
五
〇
七
の
地
点

�エテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
九
六
八
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
九
二
〇
六
の
地
点

�エト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
一
〇
二
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
五
五
〇
〇
の
地
点

�エナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
四
六
二
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
一
六
四
六
の
地
点

�エニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
五
九
九
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
一
六
四
二
の
地
点

�エヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
七
七
二
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
〇
一
六
二
の
地
点

�エネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
九
五
九
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
〇
一
七
三
の
地
点

�エノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
〇
八
四
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
九
六
七
三
の
地
点

�エハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
一
一
二
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
八
一
八
二
の
地
点

�エヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
三
九
一
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
五
七
七
三
の
地
点

�エフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
四
七
四
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
九
九
七
五
の
地
点

�エヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
一
四
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
九
五
二
六
の
地
点

�エホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
二
四
〇
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
八
三
五
一
の
地
点

�エマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
三
五
二
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
八
七
七
一
の
地
点

�エミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
四
二
〇
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
〇
七
九
〇
の
地
点

�エム
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
五
三
九
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
一
六
八
〇
の
地
点

�エメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
八
秒
二
〇
三
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
九
二
一
九
の
地
点

�エモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
八
秒
五
四
七
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
七
九
四
三
の
地
点

�エヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
〇
三
〇
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
六
一
五
二
の
地
点

�エユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
四
四
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
四
六
〇
一
の
地
点

�エヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
八
三
五
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
三
一
六
四
の
地
点

�エラ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
〇
秒
一
九
一
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
一
八
四
三
の
地
点

�エリ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
〇
秒
三
四
七
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
一
一
九
二
の
地
点

�エル
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
〇
秒
八
二
七
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
九
一
七
七
の
地
点

�エレ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
〇
秒
九
七
八
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
八
五
四
三
の
地
点

�エロ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
〇
九
四
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
八
〇
四
七
の
地
点

�エワ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
二
二
九
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
四
六
六
の
地
点

�エヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
三
〇
六
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
一
三
八
の
地
点

�エン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
三
七
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
六
九
八
二
の
地
点

�オア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
四
九
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
〇
三
三
の
地
点

�オイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
六
六
四
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
二
四
八
の
地
点

�オウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
七
二
四
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
四
二
一
の
地
点

�オエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
一
秒
九
八
五
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
四
四
二
の
地
点

�オオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
〇
六
〇
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
七
七
五
六
の
地
点

�オカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
二
七
六
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
八
六
五
六
の
地
点

�オキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
三
二
五
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
八
八
七
六
の
地
点

�オク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
三
二
五
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
六
四
一
〇
の
地
点

�オケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
三
五
〇
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
六
一
八
一
の
地
点

�オコ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
一
五
六
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
一
五
六
四
の
地
点

�オサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
三
五
二
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
九
九
〇
九
の
地
点

�オシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
五
一
三
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
八
五
四
九
の
地
点

�オス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
八
八
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
五
三
九
五
の
地
点

�オセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
〇
八
〇
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
二
八
五
〇
の
地
点

�オソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
二
七
七
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
〇
八
一
五
の
地
点

�オタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
四
〇
四
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
九
一
七
七
の
地
点

�オチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
三
二
七
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
八
〇
三
七
の
地
点

�オツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
四
五
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
六
三
五
三
の
地
点

�オテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
四
五
九
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
三
九
三
〇
の
地
点

�オト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
五
四
二
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
四
〇
九
二
の
地
点

�オナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
三
秒
五
五
五
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
四
九
四
六
の
地
点

�オニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
一
三
七
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
二
七
〇
四
の
地
点

�オヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
一
八
七
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
一
三
五
四
の
地
点

�オネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
四
八
一
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
一
四
三
九
の
地
点
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�オノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
四
九
八
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
二
五
三
六
の
地
点

�オハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
六
九
八
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
五
秒
九
七
〇
八
の
地
点

�オヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
九
八
〇
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
〇
七
〇
四
の
地
点

�オフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
四
秒
九
六
三
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
二
六
七
九
の
地
点

�オヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
五
四
一
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
一
九
九
六
の
地
点

�オホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
八
〇
九
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
三
七
二
三
の
地
点

�オマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
八
六
〇
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
六
四
九
四
の
地
点

�オミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
七
三
八
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
八
四
三
一
の
地
点

�オム
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
八
三
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
〇
一
六
三
の
地
点

�オメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
〇
一
七
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
九
五
〇
九
の
地
点

�オモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
一
二
五
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
九
七
八
二
の
地
点

�オヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
一
九
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
〇
八
四
四
の
地
点

�オユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
〇
二
六
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
二
九
五
二
の
地
点

�オヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
〇
七
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
四
六
八
二
の
地
点

�オラ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
九
九
〇
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
六
三
三
九
の
地
点

�オリ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
七
四
〇
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
四
五
二
五
の
地
点

�オル
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
七
一
九
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
五
一
九
八
の
地
点

�オレ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
九
一
二
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
八
四
六
二
の
地
点

�オロ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
一
一
二
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
一
二
一
四
の
地
点

�オワ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
〇
九
〇
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
二
八
三
九
の
地
点

�オヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
七
七
一
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
四
八
九
七
の
地
点

�オン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
五
秒
八
五
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
七
五
五
八
の
地
点

�カア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
二
四
九
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
六
三
八
五
の
地
点

�カイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
四
二
九
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
五
五
〇
七
の
地
点

�カウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
四
三
三
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
五
五
三
一
の
地
点

�カエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
四
六
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
五
三
八
三
の
地
点

�カオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
四
六
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
五
三
一
八
の
地
点

�カカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
五
四
五
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
四
九
八
四
の
地
点

�カキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
七
七
八
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
八
一
四
五
の
地
点

�カク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
八
〇
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
九
秒
八
三
七
九
の
地
点

�カケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
〇
三
四
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
〇
六
七
五
の
地
点

�カコ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
三
〇
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
三
一
三
六
の
地
点

�カサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
三
一
九
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
三
五
六
一
の
地
点

�カシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
四
五
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
四
八
三
七
の
地
点

�カス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
四
六
五
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
四
六
一
三
の
地
点

�カセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
六
九
八
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
五
一
三
〇
の
地
点

�カソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
七
二
八
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
五
二
八
九
の
地
点

�カタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
七
秒
七
九
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
五
四
八
七
の
地
点

�カチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
二
五
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
一
八
五
八
の
地
点

�カツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
二
六
八
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
二
三
〇
九
の
地
点

�カテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
二
九
〇
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
二
六
一
一
の
地
点

�カト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
三
七
七
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
四
二
一
〇
の
地
点

�カナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
三
九
〇
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
四
五
〇
八
の
地
点

�カニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
四
三
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
四
三
二
四
の
地
点

�カヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
七
九
五
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
三
五
六
五
の
地
点

�カネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
九
秒
〇
〇
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
四
六
二
〇
の
地
点

�カノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
九
秒
四
一
三
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
七
一
一
五
の
地
点

�カハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
九
秒
七
〇
一
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
八
四
七
〇
の
地
点

�カヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
〇
秒
一
七
八
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
三
秒
四
二
七
七
の
地
点

�カフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
〇
秒
三
六
八
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
三
秒
四
七
五
二
の
地
点

�カヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
〇
秒
四
一
八
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
三
秒
四
三
〇
五
の
地
点

�カホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
〇
秒
五
七
四
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
三
秒
五
〇
〇
三
の
地
点

�カマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
〇
秒
六
〇
九
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
三
秒
七
六
三
五
の
地
点

�カミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
一
秒
二
三
四
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
四
秒
三
五
〇
〇
の
地
点

�カム
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
一
秒
六
一
六
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
四
秒
一
〇
七
二
の
地
点

�カメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
一
秒
九
二
一
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
四
秒
二
九
九
〇
の
地
点

�カモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
二
秒
一
八
七
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
四
秒
四
二
一
四
の
地
点

�カヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
二
秒
三
一
四
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
四
秒
六
七
四
九
の
地
点

�カユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
二
秒
四
六
三
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
四
秒
七
六
四
九
の
地
点

�カヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
二
秒
五
八
七
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
一
〇
一
五
の
地
点

�カラ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
二
秒
七
〇
六
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
〇
二
七
四
の
地
点
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�カリ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
三
秒
二
八
三
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
一
九
八
七
の
地
点

�カル
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
三
秒
三
一
八
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
四
四
六
〇
の
地
点

�カレ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
三
秒
四
七
七
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
五
七
九
〇
の
地
点

�カロ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
三
秒
七
四
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
六
四
四
二
の
地
点

�カワ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
三
秒
九
三
七
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
六
二
九
四
の
地
点

�カヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
四
秒
一
八
二
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
七
六
三
三
の
地
点

�カン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
四
秒
二
九
四
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
九
七
三
八
の
地
点

�キア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
四
秒
三
六
〇
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
八
五
四
九
の
地
点

�キイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
四
秒
五
四
五
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
七
九
七
一
の
地
点

�キウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
四
秒
九
二
七
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
九
四
四
二
の
地
点

�キエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
五
秒
二
四
五
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
一
五
五
六
の
地
点

�キオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
五
秒
三
八
六
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
二
一
七
七
の
地
点

�キカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
五
秒
五
九
四
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
二
八
二
八
の
地
点

�キキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
五
秒
六
九
七
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
五
三
四
八
の
地
点

�キク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
〇
八
六
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
七
三
七
八
の
地
点

�キケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
一
八
九
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
七
五
八
四
の
地
点

�キコ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
三
〇
三
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
〇
三
一
三
の
地
点

�キサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
五
五
九
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
一
五
八
八
の
地
点

�キシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
八
九
一
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
一
五
九
八
の
地
点

�キス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
九
八
四
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
〇
八
六
七
の
地
点

�キセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
〇
九
五
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
二
六
六
〇
の
地
点

�キソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
三
七
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
三
一
一
八
の
地
点

�キタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
六
七
七
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
二
〇
九
九
の
地
点

�キチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
七
九
六
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
九
二
〇
〇
の
地
点

�キツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
九
七
〇
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
七
六
七
三
の
地
点

�キテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
〇
五
八
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
五
二
二
六
の
地
点

�キト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
一
三
二
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
五
九
六
二
の
地
点

�キナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
〇
三
五
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
六
九
九
一
の
地
点

�キニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
〇
八
五
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
六
秒
九
八
〇
三
の
地
点

�キヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
三
二
三
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
三
六
八
九
の
地
点

�キネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
四
〇
九
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
三
九
一
九
の
地
点

�キノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
五
一
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
三
四
七
六
の
地
点

�キハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
六
六
四
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
三
六
八
七
の
地
点

�キヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
七
九
五
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
四
五
〇
七
の
地
点

�キフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
六
八
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
七
秒
七
五
四
九
の
地
点

�キヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
七
六
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
八
秒
〇
三
六
四
の
地
点

�キホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
七
一
六
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
八
秒
二
九
四
六
の
地
点

�キマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
九
七
六
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
八
秒
三
一
六
九
の
地
点

�キミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
九
六
七
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
八
秒
五
〇
五
二
の
地
点

�キム
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
〇
八
一
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
八
秒
六
七
六
七
の
地
点

�キメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
二
五
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
九
秒
〇
六
七
一
の
地
点

�キモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
一
二
三
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
九
秒
二
六
七
二
の
地
点

�キヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
三
一
七
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
九
秒
二
八
三
六
の
地
点

�キユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
四
八
〇
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
九
秒
三
七
五
〇
の
地
点

�キヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
二
四
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
九
秒
六
一
五
九
の
地
点

�キラ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
一
五
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
〇
秒
〇
〇
八
三
の
地
点

�キリ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
四
〇
四
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
〇
秒
二
三
三
二
の
地
点

�キル
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
三
六
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
〇
秒
三
〇
八
二
の
地
点

�キレ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
一
五
六
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
〇
秒
四
八
四
〇
の
地
点

�キロ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
二
一
一
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
〇
秒
六
三
六
六
の
地
点

�キワ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
〇
九
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
〇
秒
七
七
九
六
の
地
点

�キヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
〇
八
五
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
一
秒
二
八
七
七
の
地
点

�キン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
一
六
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
一
秒
四
一
五
八
の
地
点

�クア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
一
九
八
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
一
秒
七
〇
三
三
の
地
点

�クイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
二
一
五
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
〇
七
五
二
の
地
点

�クウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
九
九
四
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
一
六
七
六
の
地
点

�クエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
六
八
二
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
二
三
四
四
の
地
点

�クオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
四
八
六
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
三
一
〇
三
の
地
点

�クカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
二
二
一
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
二
一
五
一
の
地
点

�クキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
九
四
一
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
四
二
九
一
の
地
点

�クク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
七
七
五
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
七
二
二
三
の
地
点
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�クケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
七
四
五
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
七
七
四
〇
の
地
点

�クコ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
七
一
八
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
八
二
五
七
の
地
点

�クサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
六
三
六
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
二
秒
九
七
八
二
の
地
点

�クシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
四
二
〇
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
三
秒
五
五
九
四
の
地
点

�クス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
二
八
一
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
三
秒
九
七
六
三
の
地
点

�クセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
三
一
二
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
四
秒
一
七
三
〇
の
地
点

�クソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
四
〇
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
四
秒
三
六
九
〇
の
地
点

�クタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
五
〇
八
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
四
秒
七
六
二
七
の
地
点

�クチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
七
五
五
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
四
秒
七
八
七
四
の
地
点

�クツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
九
二
〇
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
〇
三
六
二
の
地
点

�クテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
九
九
三
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
〇
九
五
五
の
地
点

�クト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
八
九
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
二
四
六
五
の
地
点

�クナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
五
九
一
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
三
五
一
一
の
地
点

�クニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
二
七
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
一
三
〇
六
の
地
点

�クヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
二
二
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
六
二
一
四
の
地
点

�クネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
一
二
九
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
七
秒
一
六
四
六
の
地
点

�クノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
八
六
六
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
七
秒
三
〇
四
七
の
地
点

�クハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
七
七
三
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
七
秒
三
二
〇
六
の
地
点

�クヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
六
秒
七
六
三
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
七
秒
四
〇
一
一
の
地
点

�クフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
七
秒
六
五
四
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
八
秒
三
五
七
六
の
地
点

�クヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
九
三
三
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
八
秒
五
四
七
四
の
地
点

�クホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
四
二
三
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
九
秒
四
四
七
六
の
地
点

�クマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
一
三
一
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
〇
秒
〇
五
五
五
の
地
点

�クミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
三
七
〇
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
〇
秒
七
七
八
八
の
地
点

�クム
点　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
九
秒
八
〇
一
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
一
秒
三
一
〇
三
の
地
点

�クメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
三
五
一
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
三
秒
四
九
〇
一
の
地
点

�クモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
二
八
〇
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
四
秒
二
五
四
五
の
地
点

�クヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
六
九
九
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
四
秒
七
七
七
五
の
地
点

�クユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
五
〇
〇
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
六
秒
四
三
一
一
の
地
点

�クヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
七
七
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
八
秒
三
六
二
〇
の
地
点

�クラ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
八
七
三
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
〇
秒
八
八
八
四
の
地
点

�クリ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
二
秒
一
二
五
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
五
秒
〇
九
五
四
の
地
点

�クル
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
五
五
六
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
七
秒
四
九
七
二
の
地
点

�クレ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
三
三
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
八
秒
一
四
〇
三
の
地
点

�クロ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
八
七
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
二
八
五
一
の
地
点

�クワ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
四
八
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
四
九
五
二
の
地
点

�クヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
七
二
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
四
五
八
二
の
地
点

�クン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
五
七
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
四
九
四
五
の
地
点

�ケア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
三
三
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
五
四
〇
〇
の
地
点

�ケイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
九
五
八
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
五
九
九
五
の
地
点

�ケウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
九
八
四
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
六
一
六
二
の
地
点

�ケエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
九
六
三
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
六
七
四
四
の
地
点

�ケオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
八
八
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
八
七
六
八
の
地
点

�ケカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
〇
七
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
〇
秒
八
八
九
二
の
地
点

�ケキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
九
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
〇
秒
九
四
三
〇
の
地
点

�ケク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
七
一
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
一
秒
〇
八
九
九
の
地
点

�ケケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
五
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
一
秒
二
〇
九
四
の
地
点

�ケコ
点　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
九
秒
六
三
八
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
一
秒
二
七
九
四
の
地
点

�ケサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
一
二
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
一
秒
二
七
一
七
の
地
点

�ケシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
〇
八
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
一
秒
二
九
九
一
の
地
点

�ケス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
一
三
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
一
秒
二
九
九
一
の
地
点

�ケセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
四
四
四
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
二
秒
二
五
五
四
の
地
点

�ケソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
〇
一
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
二
秒
七
三
九
九
の
地
点

�ケタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
四
五
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
二
秒
八
六
六
一
の
地
点

�ケチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
五
四
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
三
秒
一
二
八
七
の
地
点

�ケツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
五
九
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
三
秒
二
一
六
二
の
地
点

�ケテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
六
八
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
三
秒
三
〇
三
三
の
地
点

�ケト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
七
九
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
三
秒
三
九
四
三
の
地
点

�ケナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
九
六
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
四
秒
四
五
二
六
の
地
点

�ケニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
九
四
八
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
七
五
八
一
の
地
点

�ケヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
九
五
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
七
四
五
四
の
地
点
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�ケネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
二
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
七
四
一
四
の
地
点

�ケノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
六
三
二
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
七
三
四
二
の
地
点

�ケハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
七
二
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
七
三
〇
九
の
地
点

�ケヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
七
〇
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
七
四
一
七
の
地
点

�ケフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
五
六
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
八
一
四
〇
の
地
点

�ケヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
二
八
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
五
秒
九
五
九
七
の
地
点

�ケホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
四
〇
五
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
六
秒
六
〇
九
七
の
地
点

�ケマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
三
二
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
六
秒
六
五
二
九
の
地
点

�ケミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
七
七
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
六
秒
七
〇
七
三
の
地
点

�ケム
点　

北
緯
三
九
度
五
二
分
三
九
秒
七
〇
八
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
六
秒
九
九
二
六
の
地
点

�ケメ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
七
八
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
一
五
四
五
の
地
点

�ケモ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
七
四
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
一
九
二
二
の
地
点

�ケヤ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
五
四
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
二
一
三
九
の
地
点

�ケユ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
八
九
九
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
二
六
三
二
の
地
点

�ケヨ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
〇
一
一
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
三
三
五
四
の
地
点

�ケラ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
一
六
七
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
四
八
六
〇
の
地
点

�ケリ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
二
二
〇
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
五
三
四
六
の
地
点

�ケル
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
二
七
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
五
八
三
一
の
地
点

�ケレ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
三
二
九
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
六
二
七
二
の
地
点

�ケロ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
三
八
七
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
六
六
八
五
の
地
点

�ケワ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
四
四
五
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
七
〇
七
六
の
地
点

�ケヲ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
五
〇
三
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
七
四
五
〇
の
地
点

�ケン
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
五
六
一
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
七
八
一
三
の
地
点

�コア
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
六
二
八
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
八
二
一
二
の
地
点

�コイ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
六
三
九
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
七
九
七
三
の
地
点

�コウ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
六
六
九
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
八
一
一
九
の
地
点

�コエ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
三
七
五
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
八
秒
一
五
〇
〇
の
地
点

�コオ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
七
六
一
三
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
八
秒
〇
二
五
四
の
地
点

�コカ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
二
秒
二
九
四
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
八
秒
四
四
〇
〇
の
地
点

�コキ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
二
秒
八
三
九
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
八
秒
八
六
四
三
の
地
点

�コク
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
三
秒
二
七
三
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
七
秒
七
三
五
三
の
地
点

�コケ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
三
秒
一
六
一
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
六
秒
八
二
〇
二
の
地
点

�ココ
点　

北
緯
三
九
度
五
二
分
四
一
秒
六
九
二
〇
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
六
秒
一
〇
〇
七
の
地
点

�コサ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
一
七
五
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
二
秒
〇
一
〇
〇
の
地
点

�コシ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
四
四
八
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
五
〇
秒
五
五
一
九
の
地
点

�コス
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
九
一
九
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
九
秒
二
六
四
九
の
地
点

�コセ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
三
秒
一
三
五
四
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
五
秒
二
八
九
六
の
地
点

�コソ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
二
秒
八
三
三
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
四
〇
秒
五
六
六
三
の
地
点

�コタ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
五
五
八
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
七
秒
七
四
八
二
の
地
点

�コチ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
五
〇
三
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
五
秒
七
三
五
八
の
地
点

�コツ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
一
秒
五
〇
四
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
三
四
秒
七
七
八
四
の
地
点

�コテ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
二
一
二
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
九
秒
〇
九
一
六
の
地
点

�コト
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
九
秒
一
一
三
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
二
五
秒
三
一
三
〇
の
地
点

�コナ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
四
〇
秒
六
二
一
七
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
九
秒
四
四
四
〇
の
地
点

�コニ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
八
秒
五
九
四
一
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
五
秒
三
二
〇
六
の
地
点

�コヌ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
三
秒
三
七
二
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
三
秒
五
四
三
八
の
地
点

�コネ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
三
一
秒
〇
〇
二
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
〇
六
一
三
の
地
点

�コノ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
八
秒
六
四
二
二
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
六
秒
八
四
二
一
の
地
点

�コハ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
六
秒
〇
六
九
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
四
秒
二
一
五
五
の
地
点

�コヒ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
二
秒
七
八
九
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
五
秒
六
〇
二
二
の
地
点

�コフ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
二
〇
秒
八
二
〇
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
七
秒
〇
四
六
六
の
地
点

�コヘ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
三
〇
二
九
東
経
一
四
一
度
三

六
分
〇
八
秒
九
三
八
二
の
地
点

�コホ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
三
秒
一
六
三
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
〇
秒
六
〇
三
二
の
地
点

�コマ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
二
秒
五
四
六
八
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
九
一
一
〇
の
地
点

�コミ
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
二
秒
九
九
二
五
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
一
秒
九
六
九
七
の
地
点

�コム
点　

北
緯
三
八
度
五
二
分
一
三
秒
三
九
五
六
東
経
一
四
一
度
三

六
分
一
二
秒
〇
六
八
四
の
地
点

　

Ａ
、
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、
サ
、

シ
、
ス
、
セ
、
ソ
、
タ
、
チ
、
ツ
、
テ
、
ト
、
ナ
、
ニ
、
ヌ
、
ネ
、

ノ
、
ハ
、
ヒ
、
フ
、
ヘ
、
ホ
、
マ
、
ミ
、
ム
、
メ
、
モ
、
ヤ
、
ユ
、

ヨ
、
ラ
、
リ
、
ル
、
レ
、
ロ
、
ワ
、
ヲ
、
ン
、
�アア
、
�アイ
、
�アウ
、
�アエ
、

�アオ
、
�アカ
、
�アキ
、
�アク
、
�アケ
、
�アコ
、
�アサ
、
�アシ
、
�アス
、
�アセ
、
�アソ
、
�アタ
、
�アチ
、

�アツ
、
�アテ
、
�アト
、
�アナ
、
�アニ
、
�アヌ
、
�アネ
、
�アノ
、
�アハ
、
�アヒ
、
�アフ
、
�アヘ
、
�アホ
、

�アマ
、
�アミ
、
�アム
、
�アメ
、
�アモ
、
�アヤ
、
�アユ
、
�アヨ
、
�アラ
、
�アリ
、
�アル
、
�アレ
、
�アロ
、

�アワ
、
�アヲ
、
�アン
、
�イア
、
�イイ
、
�イウ
、
�イエ
、
�イオ
、
�イカ
、
�イキ
、
�イク
、
�イケ
、
�イコ
、

�イサ
、
�イシ
、
�イス
、
�イセ
、
�イソ
、
�イタ
、
�イチ
、
�イツ
、
�イテ
、
�イト
、
�イナ
、
�イニ
、
�イヌ
、

�イネ
、
�イノ
、
�イハ
、
�イヒ
、
�イフ
、
�イヘ
、
�イホ
、
�イマ
、
�イミ
、
�イム
、
�イメ
、
�イモ
、
�イヤ
、
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�イユ
、
�イヨ
、
�イラ
、
�イリ
、
�イル
、
�イレ
、
�イロ
、
�イワ
、
�イヲ
、
�イン
、
�ウア
、
�ウイ
、
�ウウ
、

�ウエ
、
�ウオ
、
�ウカ
、
�ウキ
、
�ウク
、
�ウケ
、
�ウコ
、
�ウサ
、
�ウシ
、
�ウス
、
�ウセ
、
�ウソ
、
�ウタ
、

�ウチ
、
�ウツ
、
�ウテ
、
�ウト
、
�ウナ
、
�ウニ
、
�ウヌ
、
�ウネ
、
�ウノ
、
�ウハ
、
�ウヒ
、
�ウフ
、
�ウヘ
、

�ウホ
、
�ウマ
、
�ウミ
、
�ウム
、
�ウメ
、
�ウモ
、
�ウヤ
、
�ウユ
、
Ｂ
、
�ウヨ
、
�ウラ
、
�ウリ
、
�ウル
、

�ウレ
、
�ウロ
、
�ウワ
、
�ウヲ
、
�ウン
、
�エア
、
�エイ
、
�エウ
、
�エエ
、
�エオ
、
�エカ
、
�エキ
、
�エク
、

�エケ
、
�エコ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　

Ｃ
、
�エサ
、
�エシ
、
�エス
、
�エセ
、
�エソ
、
�エタ
、
�エチ
、
�エツ
、
�エテ
、
�エト
、
�エナ
、

�エニ
、
�エヌ
、
�エネ
、
�エノ
、
�エハ
、
�エヒ
、
�エフ
、
�エヘ
、
�エホ
、
�エマ
、
�エミ
、
�エム
、
�エメ
、

�エモ
、
�エヤ
、
�エユ
、
�エヨ
、
�エラ
、
�エリ
、
�エル
、
�エレ
、
�エロ
、
�エワ
、
�エヲ
、
�エン
、
�オア
、

�オイ
、
�オウ
、
�オエ
、
�オオ
、
�オカ
、
�オキ
、
�オク
、
�オケ
、
�オコ
、
�オサ
、
�オシ
、
�オス
、
�オセ
、

�オソ
、
�オタ
、
�オチ
、
�オツ
、
�オテ
、
�オト
、
�オナ
、
�オニ
、
�オヌ
、
�オネ
、
�オノ
、
�オハ
、
�オヒ
、

�オフ
、
�オヘ
、
�オホ
、
�オマ
、
�オミ
、
�オム
、
�オメ
、
�オモ
、
�オヤ
、
�オユ
、
�オヨ
、
�オラ
、
�オリ
、

�オル
、
�オレ
、
�オロ
、
�オワ
、
�オヲ
、
�オン
、
�カア
、
�カイ
、
�カウ
、
�カエ
、
�カオ
、
�カカ
、
�カキ
、

�カク
、
�カケ
、
�カコ
、
�カサ
、
�カシ
、
�カス
、
�カセ
、
�カソ
、
�カタ
、
�カチ
、
�カツ
、
�カテ
、
�カト
、

�カナ
、
�カニ
、
�カヌ
、
�カネ
、
�カノ
、
�カハ
、
�カヒ
、
�カフ
、
�カヘ
、
�カホ
、
�カマ
、
�カミ
、
�カム
、

�カメ
、
�カモ
、
�カヤ
、
�カユ
、
�カヨ
、
�カラ
、
�カリ
、
�カル
、
�カレ
、
�カロ
、
�カワ
、
�カヲ
、
�カン
、

�キア
、
�キイ
、
�キウ
、
�キエ
、
�キオ
、
�キカ
、
�キキ
、
�キク
、
�キケ
、
�キコ
、
�キサ
、
�キシ
、
�キス
、

�キセ
、
�キソ
、
�キタ
、
�キチ
、
�キツ
、
�キテ
、
�キト
、
�キナ
、
�キニ
、
�キヌ
、
�キネ
、
�キノ
、
�キハ
、

�キヒ
、
�キフ
、
�キヘ
、
�キホ
、
�キマ
、
�キミ
、
�キム
、
�キメ
、
�キモ
、
�キヤ
、
�キユ
、
�キヨ
、
�キラ
、

�キリ
、
�キル
、
�キレ
、
�キロ
、
�キワ
、
�キヲ
、
�キン
、
�クア
、
�クイ
、
�クウ
、
�クエ
、
�クオ
、
�クカ
、

�クキ
、
�クク
、
�クケ
、
�クコ
、
�クサ
、
�クシ
、
�クス
、
�クセ
、
�クソ
、
�クタ
、
�クチ
、
�クツ
、
�クテ
、

�クト
、
�クナ
、
�クニ
、
�クヌ
、
�クネ
、
�クノ
、
�クハ
、
�クヒ
、
�クフ
、
�クヘ
、
�クホ
、
�クマ
、
�クミ
、

�クム
、
�クメ
、
�クモ
、
�クヤ
、
�クユ
、
�クヨ
、
�クラ
、
�クリ
、
�クル
、
�クレ
、
�クロ
、
�クワ
、
�クヲ
、

�クン
、
�ケア
、
�ケイ
、
�ケウ
、
�ケエ
、
�ケオ
、
�ケカ
、
�ケキ
、
�ケク
、
�ケケ
、
�ケコ
、
�ケサ
、
�ケシ
、

�ケス
、
�ケセ
、
�ケソ
、
�ケタ
、
�ケチ
、
�ケツ
、
�ケテ
、
�ケト
、
�ケナ
、
�ケニ
、
�ケヌ
、
�ケネ
、
�ケノ
、

�ケハ
、
�ケヒ
、
�ケフ
、
�ケヘ
、
�ケホ
、
�ケマ
、
�ケミ
、
�ケム
、
�ケメ
、
�ケモ
、
�ケヤ
、
�ケユ
、
�ケヨ
、

�ケラ
、
�ケリ
、
�ケル
、
�ケレ
、
�ケロ
、
�ケワ
、
�ケヲ
、
�ケン
、
�コア
、
�コイ
、
�コウ
、
�コエ
、
Ｄ
、

�コオ
、
�コカ
、
�コキ
、
�コク
、
�コケ
、
�ココ
、
�コサ
、
�コシ
、
�コス
、
�コセ
、
�コソ
、
�コタ
、
�コチ
、

�コツ
、
�コテ
、
�コト
、
�コナ
、
�コニ
、
�コヌ
、
�コネ
、
�コノ
、
�コハ
、
�コヒ
、
�コフ
、
�コヘ
、
�コホ
、

�コマ
、
�コミ
、
�コム
及
び
Ｃ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

　

注
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
南
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
五
・
百
九
号
南
町
裏
町
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

角
田
市　

角
田
字
大
沼
、
同
字
久
保
田
、
同
字
住
社
及
び
同
字
南
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

角
田
市　

角
田
字
久
保
田
、
同
字
住
社
及
び
同
字
南
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
角
田
市
役
所
（
産
業
建
設
部
都
市
整
備
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
十
四
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

公

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
と
し
て
採
用
す
る
隊
員
の
募
集
期

間
、
試
験
期
日
、
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

自
衛
官
候
補
生

二　

募
集
期
間

　

㈠　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で

　

㈡　

令
和
二
年
三
月
六
日
（
金
）
ま
で

三　

試
験
期
日

　

㈠　

令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
（
土
）

　

㈡　

令
和
二
年
三
月
十
五
日
（
日
）

四　

試
験
種
目

　
　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

受
験
案
内
に
よ
り
通
知
す
る
。
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�
〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
・
運
用
管
理
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
地
内　

外

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画

認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立

て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７�　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

８�　

過
去
五
年
間
に
、
国
又
は
都
道
府
県
が
発
注
す
る
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
又
は
保
守
業
務
を
元
請
け

と
し
て
履
行
し
た
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
同
企
業
体
と
し
て
の
実
績
は
、
代
表
者
で
あ
っ
た
場

合
に
限
る
。

　

９�　

本
業
務
に
配
置
予
定
の
照
査
技
術
者
（
主
任
技
術
者
）
又
は
管
理
技
術
者
（
現
場
代
理
人
）
は
当
該
シ
ス
テ
ム

同
等
規
模
以
上
の
情
報
シ
ス
テ
ム
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
用
・
管
理
の
実
務
経
験
が
三
年
以
上
の
者
と
す
る
。

　

10�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団

員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を

持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と

い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定

の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
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五
）
へ
令
和
二
年
二
月
十
八
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
合
せ
先

　
　

�　

〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
総
務
部
危
機
対
策
課
防
災

対
策
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

二
三
七
五
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　
　
　

令
和
二
年
二
月
十
三
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

イ　

入
札
期
間　

令
和
二
年
三
月
四
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
二
日
（
木
）

　
　
　
　
　

午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
二
年
三
月
十
二
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ
。

　
　
　

ハ�　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
イ
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
よ

う
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

�　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
二
年
三
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
一
時　
　

　
　

㈡　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
五
階
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮

城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
委
託
期
間
の
総
額
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
契
約
金
額

は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８�　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行

令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業
務
と
し
て
お
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
歳

出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

　

９　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

10　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

１

�　

N
ature�and�Q

uantity�of�Item
(s)�to�be�Procured�:�M

aintenance�and�O
peration�M

anagem
ent�of�

Integrated�D
isaster�Prevention�Inform

ation�System
�(1�set)�

　

２

　

Period�of�Contract�:�A
pril�1,�2020�to�M

arch�31,�2021

　

３

�　

Place�of�D
elivery�:�Crisis�M

easures�D
ivision,�General�A

ffairs�D
epartm

ent,�M
iyagi�Prefecture
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４

　

D
eadline�for�Bid�Subm

ission�:�M
arch�12,�2020,�5�:�00�p.m

.
　

５

�　
T
im
e�and�Place�of�Bid�Selection�:�M

arch�13,�2020,�11�:�00�a.m
.�Crisis�M

anagem
ent�Center,�5

th�

floor�of�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building

　

６

�　

Contact�Inform
ation�:�D

isaster�Prevention�M
easures�Section,�Crisis�M

easures�D
ivision,�

General�A
ffairs�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�Sendai,�

M
iyagi�980-8570�Japan�T

EL.:�022-211-2375

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

業
務
名　

令
和
二
年
度
公
共
用
水
域
（
河
川
・
湖
沼
）
水
質
分
析
等
業
務

　

２　

仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

契
約
期
間　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

４�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）　

別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（　

以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

５�　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
条
に
規
定
す
る
計
量
証
明
の
事
業
（
計
量
法
施
行
規
則
（
平

成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
別
表
第
四
に
規
定
す
る
「
水
又
は
土
壌
中
の
物
質
の
濃
度
に
係
る
事
業
」）

の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　

６�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三

三
五
）
へ
令
和
二
年
二
月
十
七
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先
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〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課
水
環
境
班
（
担
当　

早
坂　

文
孝　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

二
六
六
六
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　
　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
（
水
）
午

後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合　

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
（
金
）
か
ら
令
和
二
年
三
月
九
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
二
年
三
月
九
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ�　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
イ
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す

る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

　
　
　

令
和
二
年
三
月
十
日
（
火
）
午
前
十
時

　
　
　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
三
階　

環
境
生
活
部
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る

か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

10　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

１

　

Item
(s)/Service(s)�Required�:�W

ater�quality�analysis�of�river�and�lake�1�set.

　

２

　

D
eadline�to�Subm

it�Bid�:�M
arch�09�,�2020,�5�:�00�p.m

.

　

３

�　

Place�and�T
im
e�of�Bid�Selection�:�M

arch�10,�2020,�10�:�00�a.m
.,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�

building,�13
th�Floor,�Environm

ent�and�Lifestyle�D
epartm

ent�M
eeting�Room

.

　

４

�　

Contact�:�Fum
itaka�H

ayasaka,�Environm
ental�M

easures�D
ivision,�Environm

ent�and�Lifestyle�

D
epartm

ent,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent,�3-8-1�H
oncho,�A

oba-ku,�Sendai,�M
iyagi�980-8570�

Japan.�T
el.:�022-211-2666

　

５
�　

Currency�and�Language�to�be�U
sed�for�the�Contracting�Process�:�Japanese�and�Japanese�yen

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
笠
神
一
丁
目
五
十
一
番
六
の
一
部
、
五
十
一

番
十
一
、
五
十
一
番
十
二
、
五
十
一
番
十
三

　

福
島
県
い
わ
き
市
植
田
町
本
町
三
丁
目
六
番
十
一

�

小
平　

み
ち
ゑ　
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企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
）

第�

三
条　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
年
次
有
給
休
暇
（
一
の
年
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
が
十
日
以
上
で
あ
る
職

員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
の
日
数
の
う
ち
五
日
に
つ
い
て
は
、
基
準
日
（
十
日
以
上
の
年
次
有
給
休

暇
を
付
与
し
た
日
を
い
う
。）
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
に
、
職
員
ご
と
に
そ
の
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
与
え
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数

（
当
該
日
数
が
五
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
五
日
と
す
る
。）
分
に
つ
い
て
は
、
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
与
え

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２�　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
時
季
を
定
め
て
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

年
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

４　

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
管
理
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
職
員
の
勤
務

時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
（
令
和
元
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
後
の
こ
の
管
理
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
徴
収
す
べ
き
使
用
料
又
は
貸
付
料
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
の
前
日
ま
で
に
徴
収
す
べ
き
使
用
料
又
は
貸
付
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

附
則
第
三
項
を
削
る
。��

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品　

水
道
用
ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
単
価
契
約
）

　

２　

購
入
物
品
の
数
量
及
び
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
間　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

麓
山
浄
水
場
、
中
峰
浄
水
場
、
衡
東
浄
水
場
、
南
部
山
浄
水
場

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

４�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び

（17）　令和２年１月31日　金曜日 第74号宮　　城　　県　　公　　報



理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い

う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力
団

員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

５�　

仕
様
書
第
三

－

一

－

㈠

－

イ
又
は
同
㈡

－

イ
に
よ
り
納
入
予
定
の
物
品
が
当
該
仕
様
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
こ
と
。

　

６�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－
八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
令
和
二
年
二
月
十
七
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１�　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－
八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

　
　
　

宮
城
県
企
業
局
公
営
事
業
課
総
務
班
（
担
当　

佐
々
木
典
子　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
四
一
三
）

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　
　

�　

令
和
二
年
二
月
十
三
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
令
和
二

年
二
月
十
二
日
（
水
）
ま
で
三
の
１
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
（
木
）

ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４�　

入
札
書
の
提
出
期
限　

令
和
二
年
三
月
十
二
日
（
木
）
午
後
五
時
（
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
二
重
封
筒

と
し
、
中
封
筒
に
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
表
封
筒
に
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書

き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
提
出
期
限
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。）
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場

合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
と
す
る
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

令
和
二
年
三
月
十
三
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分

　
　
　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
五
階　

企
業
局
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

本
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並

び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
。

　

３�　

契
約
保
証
金　

企
業
局
財
務
規
程
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び

第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

金
額
は
、
一
ト
ン
当
た
り
の
単
価
を
記
入
す
る
こ
と
。
単
価
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
を
含
ま
な
い
金
額
と
す
る
。

　
　
　

な
お
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
代
金
請
求
時
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を

落
札
者
と
す
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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六　

概
要

　
Sum

m
ary

　

１

�　
N
ature�and�Q

uantity�of�Item
s�to�be�Procured�:�Polyalum

inum
�chloride�for�public�w

aterw
orks�

(unit�price�contract)

　

２

　

Period�of�Supply�:�A
pril�1,�2020�to�M

arch�31,�2021

　

３

�　

Place�of�D
elivery�:�Fum

otoyam
a�W
ater�Purification�Plant,�N

akam
ine�W

ater�Purification�

Plant,�K
oto�W

ater�Purification�Plant�and�N
anbuyam

a�W
ater�Purification�Plant

　

４

　

D
eadline�for�Bid�:�M

arch�12,�2020,�5�:�00�p.m
.

　

５

�　

Contact�Inform
ation�:�SA

SA
K
I�N
oriko,�General�A

ffairs�Section,�Public�and�W
ater�Projects�

D
ivision,�Public�Enterprise�Bureau,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�

Sendai,�M
iyagi�980-8570�Japan�T

el.:�022-211-3413

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教 

育 

長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

一　

日　

時　

令
和
二
年
二
月
七
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

宮
城
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　
　

第
三
号
議
案　

宮
城
県
指
定
文
化
財
の
指
定
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

公
安
委
員
会

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
号

　
警
察
に
お
い
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
の
食
料
に
要
す
る
経
費
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
に
伴
い
、
平
成
26年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
22号
は
廃
止
す
る
。

　
　
令
和
２
年
１
月
31日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
警
察
に
お
い
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
の
食
料
に
要
す
る
経
費
は
一
食
437円

（
消
費
税
を
含
む
。）
ま
で
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
疾
病
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
警
察
本
部
長
は
一
食
540円

（
消
費
税
を
含
む
。）
ま
で
増
額

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
３
号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
令
和
２
年
１
月
31日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類

　
　
県
道
相
馬
亘
理
線
改
築
工
事
（
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
蓮
地
内
か
ら
同
町
髙
瀬
字
新
浜
三
地
内
ま
で
）

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
蓮
沼

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測
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20番
２

田
雑
種
地

2,154
2,157.31

1,722.50

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
横
山
よ
　
法
定
相
続
人
（
別
紙
の
と
お
り
）

　
　
亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
新
濱
三
１
番
地
の
２

　
　
た
だ
し
，
登
記
記
録
上
の
氏
名
　
横
山
ね
よ

　
　
（
注
）
�別
紙
に
つ
い
て
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮
城
県
の
執
務

時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45条
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時
間
と
す
る
。

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
２
年
１
月
24日
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